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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 

事前価格確認制度（APA）に関する新規定 

2015 年 1 月 12 日付で事前価格確認制度（Advance Pricing Agreements：以下「APA」）に関するインドネシ

ア財務省令 7 号（07/PMK.03/2015：以下「PMK7」）が発行された。  

この規定は発効日から 90 日後の 2015 年 4 月 11 日から有効とされる。PMK7 の発行以前に申請され、APA
の草案がまだ国税総局（DGT）により発行されていない場合には、自動的に PMK7 によって手続が行われる

こととなる。PMK7 の主な特徴は次のとおりである。 

項目 内容 

APA の申請要件 • インドネシアに居住する納税者またはインドネシアにて恒久的施設

（Permanent Establishment）を保有する外国納税者であり、3 年以上操業し

ている場合には APA の申請資格がある 

• APA はインドネシアに居住する納税者の取引相手方である外国に居住する

納税者からも申請が行える 

有効期間 • ユニラテラル： 3 年  

• バイラテラル： 4 年 

ロールバック期間 • ロールバックは認められていない  

申請期限 • 事前相談の申請期限： APA の対象とする課税年度開始の 6 カ月前まで。外

国に居住する納税者からの申請の場合も同様である。DGT は事前相談の段

階で事業所の訪問を行う場合がある 

• APA の正式な申請期限： APA の対象とする課税年度開始の 1 カ月前まで

に DGT から納税者に事前相談の回答（invitation letter）を発行しなければな

らない。納税者はインドネシア語でDirector of Tax Regulations IIに正式な申

請書およびその補足資料を APA の対象期間の前年度末までに提出しなけれ
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ばならない。もし期限に間に合わない場合（1 年を超えない範囲）、APA で対

象とされる期間は 1 年減らされる 

APA の正式な申請書およびその補足資料の提出が 1 年超遅れた場合には、

手続を進めることはできない  

• APA の協議期間： ユニラテラル APA には正式な申請書を提出してから 1 年

以内という協議期間がある。状況に応じて DGT は追加の 1 年間の延長を認

めることができる  

バイラテラルの APA の場合には、協議期間は相互協議（Mutual Agreement 
Procedure）に規定されているとおりである（3 年内） 

APA の有効日 • ユニラテラル APA は APA の草案が合意された年度より有効である 

• バイラテラル APA は両国の協議の結果による 

遵守事項  • 対象期間中は年次のコンプライアンスリポートを課税年度終了後 4 カ月以内

に提出しなければならない  

• リポート提出違反の場合には APA の再レビューまたは取消しとなる  

情報の秘匿性 • APA締結のため中に納税者がDGTに提出した各種書類・データ等は機密資

料として扱われ、DGT が他の担当部門に開示されることは禁止される。もし

APA の申請が DGT と納税者との間で合意に至らなかった場合には、提出書

類は納税者に返却される。さらに、DGT は提出書類を税務調査や初期調査、

税務違反の調査に使うことはできない  

対象期間中の対象

取引の税務調査 
• APA の合意がある、あるいは APA の申請を行っていても税務調査は免除さ

れない  

• バイラテラルAPAでは、所定の手続に従ってDGTは対象期間の税務更正通

知や決定を修正しなければならない 

APA の更新 • APA の更新は対象期間の最終年度に申請することができる。更新の申請

は、新規申請と同様に取り扱われる 

雑則 • PMK7 は APA を確固な手続としたものである： APA の協議チームの組成、

APA の協議チームの推奨事項の品質管理レビュー 

• APA の協議チームは DGT および／または DGT に任命された専門家の双方

で構成することができる  

• 当該規定では申請費用について定められていない 

• PMK7 では DGT が協議チームや品質管理チームの組成、APA の合意、実

行、評価、更新の各段階に関する規定を発行することができるとされている 

• 関税や移転価格に関しては述べられていない   
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過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 

www.deloitte.com/jp/tax/nl/ao 
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